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１

ペ
ー
ジ

条
　
　
　
　
　
例

◯
秋
田
県
公
益
認
定
等
委
員
会
条
例
（
一
・
総
務
課
）
…
…
…
…
…
…
…
７

◯
秋
田
県
職
員
定
数
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
二
・
人
事
課
）
…
９

◯
県
議
会
議
員
の
報
酬
お
よ
び
費
用
弁
償
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例
（
三
・
人
事
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
９

◯
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

（
四
・
人
事
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
10

◯
特
別
職
の
職
員
で
非
常
勤
の
も
の
の
報
酬
お
よ
び
費
用
弁
償
に
関
す

る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
五
・
人
事
課
）
…
…
…
…
…
…
…
11

◯
秋
田
県
地
域
振
興
事
業
基
金
条
例
を
廃
止
す
る
条
例
（
六
・
財
政

課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
11

◯
秋
田
県
社
会
福
祉
士
及
び
介
護
福
祉
士
修
学
資
金
貸
与
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例
（
七
・
長
寿
社
会
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
11

◯
秋
田
県
介
護
保
険
法
関
係
手
数
料
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例
（
八
・
長
寿
社
会
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
12

◯
秋
田
県
後
期
高
齢
者
医
療
財
政
安
定
化
基
金
条
例
（
九
・
長
寿
社
会

課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
14

◯
秋
田
県
国
民
健
康
保
険
調
整
交
付
金
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

（
一
〇
・
長
寿
社
会
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
15

◯
秋
田
県
知
的
障
害
福
祉
施
設
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
一

一
・
障
害
福
祉
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
15

◯
秋
田
県
薬
局
開
設
許
可
等
手
数
料
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例
（
一
二
・
医
務
薬
事
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
18

◯
秋
田
県
病
院
事
業
使
用
料
等
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

（
一
三
・
県
立
病
院
改
革
推
進
室
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
21

◯
秋
田
県
病
院
事
業
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例
（
一
四
・
県
立
病
院
改
革
推
進
室
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
21

◯
秋
田
県
公
害
紛
争
処
理
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
一
五
・
環

境
管
理
室
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
21

◯
秋
田
県
公
害
防
止
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
一
六
・
八
郎
湖

◇
秋
田
県
公
益
認
定
等
委
員
会
条
例
（
秋
田
県
条
例
第
一
号
）

１

組
織
、
委
員
の
任
期
等
（
第
二
条
関
係
）

（一）

秋
田
県
公
益
認
定
等
委
員
会
（
以
下
「
委
員
会
」
と
い
う
。
）
は
、

委
員
七
人
以
内
で
組
織
す
る
こ
と
と
し
た
。

（二）

委
員
は
、
人
格
が
高
潔
で
あ
っ
て
委
員
会
の
権
限
に
属
す
る
事
項
に

関
し
公
正
な
判
断
を
す
る
こ
と
が
で
き
、
か
つ
、
法
律
、
会
計
又
は
公

益
法
人
に
係
る
活
動
に
関
し
て
優
れ
た
識
見
を
有
す
る
者
の
う
ち
か

ら
、
知
事
が
任
命
す
る
こ
と
と
し
た
。

（三）

委
員
の
任
期
は
、
三
年
と
す
る
こ
と
と
し
た
。
た
だ
し
、
補
欠
の
委

員
の
任
期
は
、
前
任
者
の
残
任
期
間
と
す
る
こ
と
と
し
た
。

（四）

委
員
は
、
独
立
し
て
そ
の
職
権
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

（五）

委
員
は
、
委
員
会
に
よ
り
、
心
身
の
故
障
の
た
め
職
務
の
執
行
が
で

き
な
い
と
認
め
ら
れ
た
場
合
又
は
職
務
上
の
義
務
違
反
そ
の
他
委
員
た

る
に
適
し
な
い
非
行
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
た
場
合
を
除
い
て
は
、
在
任

中
、
そ
の
意
に
反
し
て
罷
免
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
こ
と
と
し
た
。

（六）

委
員
は
、
職
務
上
知
る
こ
と
の
で
き
た
秘
密
を
漏
ら
し
て
は
な
ら
な

い
こ
と
と
し
、
そ
の
職
を
退
い
た
後
も
同
様
と
す
る
こ
と
と
し
た
。

（七）

委
員
は
、
在
任
中
、
政
党
そ
の
他
の
政
治
的
団
体
の
役
員
と
な
り
、

又
は
積
極
的
に
政
治
運
動
を
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
と
し
た
。

２

委
員
長
（
第
三
条
関
係
）

（一）

委
員
会
に
、
委
員
長
を
置
く
こ
と
と
し
た
。

（二）

委
員
長
は
、
委
員
の
互
選
に
よ
っ
て
定
め
る
こ
と
と
し
た
。

（三）

委
員
長
は
、
委
員
会
を
代
表
し
、
会
務
を
総
理
す
る
こ
と
と
し
た
。

（四）

委
員
長
に
事
故
が
あ
る
と
き
は
、
委
員
の
う
ち
か
ら
委
員
長
が
あ
ら

か
じ
め
指
名
す
る
者
が
、
そ
の
職
務
を
代
理
す
る
こ
と
と
し
た
。

３

会
議
（
第
四
条
関
係
）

（一）

委
員
会
は
、
委
員
長
が
招
集
す
る
こ
と
と
し
た
。

（二）

委
員
長
は
、
委
員
会
の
議
長
と
な
る
こ
と
と
し
た
。

（三）

委
員
会
は
、
委
員
の
過
半
数
が
出
席
し
な
け
れ
ば
、
会
議
を
開
く
こ

と
が
で
き
な
い
こ
と
と
し
た
。

（四）

委
員
会
の
議
事
は
、
出
席
し
た
委
員
の
過
半
数
で
決
し
、
可
否
同
数

の
と
き
は
、
議
長
の
決
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
と
し
た
。

４

専
門
委
員
（
第
五
条
関
係
）

（一）

委
員
会
に
、
専
門
の
事
項
を
調
査
さ
せ
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
き

は
、
専
門
委
員
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
し
た
。

（二）

専
門
委
員
は
、
当
該
専
門
の
事
項
に
関
し
て
十
分
な
知
識
又
は
経
験

を
有
す
る
者
の
う
ち
か
ら
、
知
事
が
任
命
す
る
こ
と
と
し
た
。
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こ

の

号

で

公

布

さ

れ

た

条

例

の

あ

ら

ま

し

環
境
対
策
室
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
22

◯
秋
田
県
国
営
土
地
改
良
事
業
負
担
金
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例
（
一
七
・
農
地
整
備
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
23

◯
秋
田
県
中
小
企
業
振
興
基
金
条
例
を
廃
止
す
る
条
例
（
一
八
・
産
業

経
済
政
策
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
23

◯
秋
田
県
港
湾
施
設
特
別
利
用
料
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

（
一
九
・
港
湾
空
港
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
24

◯
秋
田
県
営
住
宅
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
二
〇
・
建
築
住
宅

課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
24

◯
学
校
職
員
の
定
数
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
二

一
・
高
校
教
育
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
24

◯
秋
田
県
立
体
育
館
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
二
二
・
保
健
体

育
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
25

◯
秋
田
県
立
野
球
場
条
例
及
び
秋
田
県
立
総
合
プ
ー
ル
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例
（
二
三
・
保
健
体
育
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
29

◯
秋
田
県
ス
ポ
ー
ツ
科
学
セ
ン
タ
ー
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

（
二
四
・
保
健
体
育
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
30

◯
秋
田
県
立
武
道
館
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
二
五
・
保
健
体

育
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
31

◯
秋
田
県
ス
ポ
ー
ツ
選
手
強
化
基
金
条
例
を
廃
止
す
る
条
例
（
二
六
・

保
健
体
育
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
34

◯
秋
田
県
政
務
調
査
費
の
交
付
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例
（
二
七
・
議
会
事
務
局
総
務
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
34
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２

（三）

専
門
委
員
は
、
当
該
専
門
の
事
項
に
関
す
る
調
査
が
終
了
し
た
と
き

は
、
解
任
さ
れ
る
も
の
と
す
る
こ
と
と
し
た
。

（四）

専
門
委
員
は
、
職
務
上
知
る
こ
と
の
で
き
た
秘
密
を
漏
ら
し
て
は
な

ら
な
い
こ
と
と
し
、
そ
の
職
を
退
い
た
後
も
同
様
と
す
る
こ
と
と
し

た
。

５

部
会
（
第
六
条
関
係
）

（一）

委
員
会
は
、
そ
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
部
会
を
置
く
こ
と
が
で

き
る
こ
と
と
し
た
。

（二）

部
会
に
属
す
べ
き
委
員
及
び
専
門
委
員
は
、
委
員
長
が
指
名
す
る
こ

と
と
し
た
。

（三）

部
会
に
、
部
会
長
を
置
く
こ
と
と
し
た
。

（四）

部
会
長
及
び
部
会
の
会
議
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
委
員
長
及
び
委

員
会
の
会
議
に
関
す
る
規
定
を
準
用
す
る
こ
と
と
し
た
。

６

委
任
規
定
（
第
七
条
関
係
）

１
か
ら
５
ま
で
の
ほ
か
、
委
員
会
の
運
営
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
委

員
長
が
委
員
会
に
諮
っ
て
定
め
る
こ
と
と
し
た
。

７

施
行
期
日
等

（一）

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
月
を
超
え
な
い
範
囲
内

に
お
い
て
規
則
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

（二）

特
別
職
の
職
員
で
非
常
勤
の
も
の
の
報
酬
お
よ
び
費
用
弁
償
に
関
す

る
条
例
（
昭
和
三
一
年
秋
田
県
条
例
第
三
五
号
）
に
つ
い
て
所
要
の
規

定
の
整
備
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

◇
秋
田
県
職
員
定
数
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
秋
田
県
条
例
第
二

号
）

１

職
員
の
定
数
を
次
の
と
お
り
と
す
る
こ
と
と
し
た
。
（
第
二
条
関
係
）

（
単
位：

人
）

２

施
行
期
日

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
〇
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
県
議
会
議
員
の
報
酬
お
よ
び
費
用
弁
償
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正

す
る
条
例
（
秋
田
県
条
例
第
三
号
）

１

招
集
地
に
居
住
す
る
場
合
と
招
集
地
以
外
に
居
住
す
る
場
合
の
区
分
を

廃
止
す
る
と
と
も
に
、
距
離
区
分
及
び
旅
費
の
額
を
次
の
と
お
り
と
す
る

こ
と
と
し
た
。
（
別
表
第
三
関
係
）

２

必
要
に
応
じ
て
宿
泊
し
た
場
合
に
は
、
一
夜
に
つ
き
一
〇
、
八
〇
〇
円

を
支
給
す
る
こ
と
と
し
た
。
（
別
表
第
三
関
係
）

３

施
行
期
日

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
〇
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
秋
田

県
条
例
第
四
号
）

１

引
用
し
て
い
る
教
育
公
務
員
特
例
法
施
行
令
（
昭
和
二
四
年
政
令
第
六

号
）
の
条
項
を
改
め
る
こ
と
と
し
た
。
（
第
二
三
条
の
三
の
四
関
係
）

２

施
行
期
日

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
〇
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
特
別
職
の
職
員
で
非
常
勤
の
も
の
の
報
酬
お
よ
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条

例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
秋
田
県
条
例
第
五
号
）

１

秋
田
県
後
期
高
齢
者
医
療
審
査
会
の
委
員
に
つ
い
て
、
報
酬
額
を
日
額

一
〇
、
〇
〇
〇
円
と
、
旅
費
額
を
行
政
職
給
料
表
に
よ
る
九
級
の
職
務
に

あ
る
者
の
現
に
受
け
る
べ
き
旅
費
相
当
額
と
す
る
こ
と
と
し
た
。
（
別
表

関
係
）

２

施
行
期
日

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
〇
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
秋
田
県
地
域
振
興
事
業
基
金
条
例
を
廃
止
す
る
条
例
（
秋
田
県
条
例
第
六

号
）

１

秋
田
県
地
域
振
興
事
業
基
金
条
例
（
昭
和
六
三
年
秋
田
県
条
例
第
一

号
）
を
廃
止
す
る
こ
と
と
し
た
。

２

施
行
期
日

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
〇
年
三
月
三
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し

た
。

◇
秋
田
県
社
会
福
祉
士
及
び
介
護
福
祉
士
修
学
資
金
貸
与
条
例
の
一
部
を
改

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

◇
◇ 

◇
◇ 

区
　
　
　
分

知
事
の
事
務
部
局

①
　
左
記
以
外
の

職
員

②
　
脳
血
管
研
究

セ
ン
タ
ー
の
職

員
③
　
リ
ハ
ビ
リ
テ

ー
シ
ョ
ン
・
精

神
医
療
セ
ン
タ

改

正

前

四
、
二
九
二

二
二
四

二
四
七

改

正

後

四
、
〇
〇
三

二
四
五

二
六
七

増
　
減

▲
二
八
九

二
一

二
〇

改
　
　
　
正
　
　
　
前

改
　
　
正
　
　
後

区
分

招
集

地
に

居
住

す
る

場
合

招
集

地
以

外
に

居
住

す
る

場
合

居
住
地
か
ら

の
往
復
距
離

八
㎞
未
満

八
㎞
以
上

三
〇
㎞
未
満

三
〇
㎞
以
上

六
〇
㎞
未
満

六
〇
㎞
以
上

一
〇
〇
㎞
未

満

日
　
　
額

五
、
〇
〇
〇

円七
、
〇
〇
〇

円九
、
〇
〇
〇

円一
二
、
〇
〇

〇
円

一
三
、
四
〇

〇
円

居
住
地
か
ら

の
往
復
距
離

八
㎞
未
満

八
㎞
以
上
三

〇
㎞
未
満

三
〇
㎞
以
上

六
〇
㎞
未
満

六
〇
㎞
以
上

一
〇
〇
㎞
未

満

一
旅
行
に

つ
き
　
□

三
、
六
〇
〇

円四
、
四
〇
〇

円五
、
五
〇
〇

円七
、
〇
〇
〇

円

一
〇
〇
㎞
以

上
一
五
〇
㎞

未
満

一
五
〇
㎞
以

上

一
五
、
二
〇

〇
円

一
六
、
三
〇

〇
円

一
〇
〇
㎞
以

上
一
五
〇
㎞

未
満

一
五
〇
㎞
以

上
二
〇
〇
㎞

未
満

二
〇
〇
㎞
以

上

八
、
九
〇
〇

円一
〇
、
七
〇

〇
円

一
二
、
九
〇

〇
円

ー
の
職
員

④
　
公
営
企
業
の

業
務
に
従
事
す

る
職
員

知
事
以
外
の
事
務
部

局

計

一
一
一

四
三
九

五
、
三
一
三

一
一
一

四
三
九

五
、
〇
六
五

〇〇

▲
二
四
八

◇
◇ 

◇
◇ 

◇
◇ 

◇
◇ 
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３

正
す
る
条
例
（
秋
田
県
条
例
第
七
号
）

１

修
学
資
金
の
貸
与
の
対
象
者
か
ら
厚
生
労
働
大
臣
の
指
定
し
た
職
業
能

力
開
発
促
進
法
（
昭
和
四
四
年
法
律
第
六
四
号
）
第
一
五
条
の
六
第
一
項

各
号
に
掲
げ
る
施
設
及
び
同
法
第
二
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
職
業
能

力
開
発
総
合
大
学
校
に
在
学
す
る
者
を
除
く
こ
と
と
し
た
。
（
第
二
条
関

係
）

２

施
行
期
日

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
秋
田
県
介
護
保
険
法
関
係
手
数
料
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

（
秋
田
県
条
例
第
八
号
）

１

介
護
支
援
専
門
員
証
の
交
付
に
係
る
研
修
の
受
講
等
に
係
る
手
数
料
を

徴
収
す
る
こ
と
と
し
、
そ
の
額
を
次
の
と
お
り
と
す
る
こ
と
と
し
た
。

（
第
二
条
及
び
別
表
関
係
）

（一）

介
護
支
援
専
門
員
証
の
交
付
に
係
る
研
修
の
受
講

一
件
に
つ
き
　
一
六
、
〇
〇
〇
円

（二）

更
新
研
修
の
受
講

（１）

介
護
支
援
専
門
員
証
の
交
付
を
受
け
た
者
で
そ
の
有
効
期
間
内
に

介
護
支
援
専
門
員
の
業
務
に
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
も
の
に
係
る

も
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
件
に
つ
き
　
一
六
、
〇
〇
〇
円

（２）

介
護
支
援
専
門
員
証
の
有
効
期
間
の
更
新
を
受
け
た
者
で
そ
の
有

効
期
間
内
に
介
護
支
援
専
門
員
の
業
務
に
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る

も
の
に
係
る
も
の
　
　
　
　
　
　
一
件
に
つ
き
　
八
、
〇
〇
〇
円

（３）

介
護
支
援
専
門
員
証
の
交
付
又
は
有
効
期
間
の
更
新
を
受
け
た
者

で
（１）
及
び
（２）
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
も
の
に
係
る
も
の

一
件
に
つ
き
　
一
六
、
〇
〇
〇
円

（三）

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
の
職
員
に
対
す
る
研
修
の
受
講

一
件
に
つ
き
　
二
五
、
〇
〇
〇
円

２

１
（二）
の
手
数
料
は
、
指
定
研
修
実
施
機
関
に
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

こ
と
と
し
た
。
（
第
三
条
関
係
）

３

１
の
手
数
料
は
、
申
込
み
が
あ
っ
た
と
き
に
徴
収
す
る
こ
と
と
し
た
。

（
第
四
条
関
係
）

４

そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
理
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

５

施
行
期
日

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
秋
田
県
後
期
高
齢
者
医
療
財
政
安
定
化
基
金
条
例
（
秋
田
県
条
例
第
九

号
）

１

高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
七
年
法
律
第
八
〇

号
）
第
一
一
六
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
秋
田
県
後
期
高
齢
者
医
療
財

政
安
定
化
基
金
（
以
下
「
基
金
」
と
い
う
。
）
の
管
理
及
び
運
営
に
関
し

必
要
な
事
項
を
定
め
る
こ
と
と
し
た
。
（
第
一
条
関
係
）

２

基
金
に
属
す
る
現
金
は
、
金
融
機
関
へ
の
預
金
そ
の
他
最
も
確
実
か
つ

有
利
な
方
法
に
よ
り
、
又
は
最
も
確
実
か
つ
有
利
な
有
価
証
券
に
代
え
て

保
管
す
る
こ
と
と
し
た
。
（
第
二
条
関
係
）

３

知
事
は
、
基
金
に
属
す
る
現
金
を
歳
計
現
金
に
繰
り
替
え
て
、
又
は
歳

入
に
繰
り
入
れ
て
運
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
し
た
。
（
第
三
条
関

係
）

４

知
事
は
、
基
金
に
属
す
る
現
金
を
預
け
入
れ
、
又
は
信
託
し
て
い
る
金

融
機
関
に
保
険
事
故
が
発
生
し
た
と
き
は
、
当
該
金
融
機
関
に
対
す
る
借

入
債
務
と
預
金
等
に
係
る
債
権
を
相
殺
す
る
た
め
に
基
金
を
処
分
す
る
こ

と
が
で
き
る
こ
と
と
し
た
。
（
第
四
条
関
係
）

５

県
が
秋
田
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
か
ら
徴
収
す
る
財
政
安
定
化

基
金
拠
出
金
の
額
の
算
定
に
用
い
る
割
合
は
、
一
万
分
の
五
と
す
る
こ
と

と
し
た
。
（
第
五
条
関
係
）

６

施
行
期
日

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
〇
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
秋
田
県
国
民
健
康
保
険
調
整
交
付
金
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
秋

田
県
条
例
第
一
〇
号
）

１

引
用
し
て
い
る
国
民
健
康
保
険
の
国
庫
負
担
金
及
び
被
用
者
保
険
等
保

険
者
拠
出
金
等
の
算
定
等
に
関
す
る
政
令
（
昭
和
三
四
年
政
令
第
四
一

号
）
の
題
名
を
改
め
る
こ
と
と
し
た
。
（
第
二
条
関
係
）

２

施
行
期
日

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
〇
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
秋
田
県
知
的
障
害
福
祉
施
設
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
秋
田
県

条
例
第
一
一
号
）

１

次
の
条
例
に
つ
い
て
、
死
体
の
処
置
に
係
る
使
用
料
の
額
を
一
体
に
つ

き
五
、
五
〇
〇
円
（
現
行
一
、
〇
〇
〇
円
）
に
引
き
上
げ
る
こ
と
と
し

た
。
（
第
一
条
〜
第
三
条
に
よ
る
改
正
）

（一）

秋
田
県
知
的
障
害
福
祉
施
設
条
例
（
平
成
一
七
年
秋
田
県
条
例
第
六

八
号
）

（二）

秋
田
県
太
平
療
育
園
条
例
（
平
成
一
七
年
秋
田
県
条
例
第
六
九
号
）

（三）

秋
田
県
小
児
療
育
セ
ン
タ
ー
条
例
（
平
成
一
七
年
秋
田
県
条
例
第
七

〇
号
）

２

次
の
条
例
に
つ
い
て
、
診
断
書
の
交
付
等
に
係
る
手
数
料
の
額
を
次
の

と
お
り
引
き
上
げ
、
検
案
書
の
交
付
に
つ
い
て
手
数
料
を
徴
収
す
る
こ
と

と
し
た
。
（
第
一
条
〜
第
三
条
に
よ
る
改
正
）

（一）

秋
田
県
知
的
障
害
福
祉
施
設
条
例

（二）

秋
田
県
太
平
療
育
園
条
例

（三）

秋
田
県
小
児
療
育
セ
ン
タ
ー
条
例

３

秋
田
県
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
条
例
（
昭
和
五
四
年
秋
田
県
条
例
第

二
五
号
）
に
つ
い
て
、
診
断
書
の
交
付
等
に
係
る
手
数
料
の
額
を
次
の
と

お
り
引
き
上
げ
る
こ
と
と
し
た
。
（
第
四
条
に
よ
る
改
正
）

４

秋
田
県
総
合
保
健
セ
ン
タ
ー
条
例
（
昭
和
六
一
年
秋
田
県
条
例
第
三
四

号
）
に
つ
い
て
、
診
断
書
の
交
付
等
に
係
る
手
数
料
の
額
を
次
の
と
お
り

引
き
上
げ
る
こ
と
と
し
た
。
（
第
五
条
に
よ
る
改
正
）

５

２
〜
４
の
診
断
書
等
に
つ
い
て
、
同
一
内
容
の
も
の
を
二
通
以
上
交
付

す
る
と
き
の
二
通
目
以
降
の
手
数
料
の
額
を
一
通
に
つ
き
二
一
〇
円
（
現

行
二
〇
〇
円
）
に
引
き
上
げ
る
こ
と
と
し
た
。

６

そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
理
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

７

施
行
期
日
等

（一）

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
〇
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し

た
。

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

◇
◇ 

◇
◇ 

◇
◇ 

◇
◇ 

区
　
　
　
　
　
　
　
分

証
明
書
の
交
付

検
案
書
の
交
付

診
断
書
の

交
付

死
亡
診
断
書

知
事
が
定
め
る
様

式
に
よ
る
診
断
書

そ
の
他
の
診
断
書

改
　
正
　
前

一
、
〇
〇
〇
円

一
、
〇
〇
〇
円

改
　
正
　
後

三
、
一
五
〇
円

二
、
一
〇
〇
円

五
、
二
五
〇
円

一
、
五
七
〇
円

三
、
一
五
〇
円

区
　
　
　
　
　
　
　
分

診
断
書
の
交
付

証
明
書
の
交
付

改
　
正
　
前

一
、
〇
五
〇
円

一
、
〇
五
〇
円

改
　
正
　
後

二
、
一
〇
〇
円

一
、
五
七
〇
円

区
　
　
　
　
　
　
　
分

診
断
書
の
交
付

証
明
書
の
交
付

改
　
正
　
前

一
、
〇
五
〇
円

一
、
〇
五
〇
円

改
　
正
　
後

二
、
一
〇
〇
円

二
、
一
〇
〇
円
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４

（二）

こ
の
条
例
の
施
行
に
関
し
所
要
の
経
過
措
置
を
規
定
す
る
こ
と
と
し

た
。

◇
秋
田
県
薬
局
開
設
許
可
等
手
数
料
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

（
秋
田
県
条
例
第
一
二
号
）

１

題
名
を
秋
田
県
薬
事
法
関
係
手
数
料
徴
収
条
例
に
改
め
る
こ
と
と
し

た
。

２

薬
事
法
（
昭
和
三
五
年
法
律
第
一
四
五
号
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第

三
六
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
試
験
の
受
験
の
出
願
等
に
係
る
手
数

料
を
徴
収
す
る
こ
と
と
し
、
そ
の
額
を
次
の
と
お
り
と
す
る
こ
と
と
し

た
。
（
別
表
関
係
）

３

そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

４

施
行
期
日
等

（一）

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
〇
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し

た
。
た
だ
し
、
１
及
び
３
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し

た
。

（二）

こ
の
条
例
の
施
行
に
関
し
所
要
の
経
過
措
置
を
規
定
す
る
こ
と
と
し

た
。

◇
秋
田
県
病
院
事
業
使
用
料
等
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
秋
田

県
条
例
第
一
三
号
）

１

死
体
の
処
置
に
係
る
使
用
料
の
額
を
一
体
に
つ
き
五
、
五
〇
〇
円
（
現

行
一
、
〇
五
〇
円
）
に
引
き
上
げ
る
こ
と
と
し
た
。
（
別
表
第
一
関
係
）

２

普
通
個
室
の
う
ち
浴
室
を
備
え
て
い
な
い
も
の
を
使
用
す
る
と
き
の
使

用
料
の
額
は
、
一
日
に
つ
き
三
、
一
五
〇
円
と
す
る
こ
と
と
し
た
。
（
別

表
第
一
関
係
）

３

診
断
書
の
交
付
等
に
係
る
手
数
料
の
額
を
次
の
と
お
り
引
き
上
げ
る
こ

と
と
し
た
。
（
別
表
第
二
関
係
）

４

施
行
期
日
等

（一）

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
〇
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し

た
。

（二）

こ
の
条
例
の
施
行
に
関
し
所
要
の
経
過
措
置
を
規
定
す
る
こ
と
と
し

た
。

◇
秋
田
県
病
院
事
業
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

（
秋
田
県
条
例
第
一
四
号
）

１

秋
田
県
立
脳
血
管
研
究
セ
ン
タ
ー
の
診
療
科
目
に
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ

ン
科
を
加
え
る
こ
と
と
し
た
。
（
第
二
条
関
係
）

２

施
行
期
日

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
〇
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
秋
田
県
公
害
紛
争
処
理
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
秋
田
県
条
例
第

一
五
号
）

１

公
害
紛
争
処
理
法
（
昭
和
四
五
年
法
律
第
一
〇
八
号
）
第
三
六
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
調
停
が
打
ち
切
ら
れ
、
又
は
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ

り
調
停
が
打
ち
切
ら
れ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
事
件
に
つ
き
当
該
調
停
の

申
請
人
又
は
参
加
人
が
そ
の
旨
の
通
知
を
受
け
た
日
か
ら
二
週
間
以
内
に

し
た
仲
裁
の
申
請
に
係
る
手
数
料
の
額
に
つ
い
て
は
、
通
常
の
算
出
方
法

に
よ
り
算
出
し
た
当
該
仲
裁
の
申
請
に
係
る
手
数
料
の
額
か
ら
当
該
調
停

の
申
請
又
は
当
該
調
停
に
係
る
参
加
の
申
立
て
に
つ
い
て
納
付
し
た
手
数

料
の
額
を
控
除
す
る
こ
と
と
し
た
。
（
第
七
条
関
係
）

２

そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
理
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

３

施
行
期
日

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
秋
田
県
公
害
防
止
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
秋
田
県
条
例
第
一
六

号
）

１

指
定
地
域
内
の
一
定
の
要
件
を
満
た
す
豚
房
、
牛
房
及
び
馬
房
並
び
に

こ
い
の
養
殖
施
設
の
構
造
及
び
使
用
の
方
法
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
こ

と
と
し
た
。
（
第
五
二
条
の
二
関
係
）

２

そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
理
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

３

施
行
期
日

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
秋
田
県
国
営
土
地
改
良
事
業
負
担
金
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

（
秋
田
県
条
例
第
一
七
号
）

１

受
益
者
か
ら
負
担
金
を
徴
収
す
る
事
業
か
ら
国
営
馬
場
目
川
下
流
土
地

改
良
事
業
を
除
く
こ
と
と
し
た
。
（
第
三
条
及
び
第
四
条
関
係
）

２

引
用
す
る
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
四
年
法
律
第
一
九
五
号
）
の
条
項
に

関
す
る
規
定
を
改
め
る
こ
と
と
し
た
。
（
第
三
条
及
び
第
五
条
関
係
）

３

施
行
期
日

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。
た
だ
し
、
２

は
、
平
成
二
〇
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
秋
田
県
中
小
企
業
振
興
基
金
条
例
を
廃
止
す
る
条
例
（
秋
田
県
条
例
第
一

八
号
）

１

秋
田
県
中
小
企
業
振
興
基
金
条
例
（
昭
和
三
九
年
秋
田
県
条
例
第
二
〇

号
）
を
廃
止
す
る
こ
と
と
し
た
。

２

施
行
期
日

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に

お
い
て
規
則
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
秋
田
県
港
湾
施
設
特
別
利
用
料
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
秋

田
県
条
例
第
一
九
号
）

１

特
別
利
用
料
の
徴
収
期
間
に
関
す
る
規
定
を
削
る
こ
と
と
し
た
。
（
第

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

◇
◇ 

◇
◇ 

◇
◇ 

◇
◇ 

◇
◇ 

◇
◇ 

◇
◇ 

◇
◇ 

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
分

法
第
三
六
条
の
四
第
一
項
（
法
第
八
三
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
場

合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
試
験
の
受
験
の

出
願

法
第
三
六
条
の
四
第
二
項
（
法
第
八
三
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
場

合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
登
録
の
申
請

薬
事
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
六
年
厚
生
省
令
第

一
号
）
第
一
五
九
条
の
一
一
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
販
売
従
事
登
録
証
の
書
換
え
交
付
の
申
請

薬
事
法
施
行
規
則
第
一
五
九
条
の
一
二
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
販
売
従
事
登
録
証
の
再
交
付
の

申
請

手
数
料
の
額

（
一
件
に
つ
き
）

一
七
、
六
〇
〇
円

一
〇
、
〇
〇
〇
円

二
、
〇
〇
〇
円

二
、
九
〇
〇
円

区
　
　
　
　
　
　
　
分

証
明
書
の
交
付

検
案
書
の
交
付

同
一
内
容
の
診
断
書
等
を
二
通

以
上
交
付
す
る
と
き
の
二
通
目

以
降
の
交
付

診
断
書
の

交
付

死
亡
診
断
書

知
事
が
定
め
る
様

式
に
よ
る
診
断
書

改
　
正
　
前

二
、
一
〇
〇
円

一
、
〇
五
〇
円

一
、
〇
五
〇
円

二
、
一
〇
〇
円

二
〇
〇
円

改
　
正
　
後

三
、
一
五
〇
円

二
、
一
〇
〇
円

一
、
五
七
〇
円

三
、
一
五
〇
円

二
一
〇
円
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５

二
条
関
係
）

２

施
行
期
日

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
秋
田
県
営
住
宅
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
秋
田
県
条
例
第
二
〇

号
）

１

県
営
南
ヶ
丘
住
宅
に
係
る
共
同
施
設
と
し
て
県
営
南
ヶ
丘
住
宅
集
会
所

を
設
置
す
る
こ
と
と
し
た
。
（
別
表
第
一
関
係
）

２

施
行
期
日

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
〇
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
学
校
職
員
の
定
数
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
秋
田
県
条

例
第
二
一
号
）

１

学
校
職
員
の
定
数
を
次
の
と
お
り
と
す
る
と
と
も
に
、
学
校
栄
養
職
員

の
区
分
名
を
栄
養
教
諭
及
び
学
校
栄
養
職
員
に
改
め
る
こ
と
と
し
た
。

（
単
位：

人
）

２

施
行
期
日

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
〇
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
秋
田
県
立
体
育
館
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
秋
田
県
条
例
第
二
二

号
）

１

秋
田
県
立
体
育
館
を
貸
切
使
用
す
る
場
合
の
使
用
料
（
別
表
関
係
）

（一）

大
体
育
場
の
使
用
料
に
係
る
時
間
の
区
分
を
午
前
九
時
か
ら
午
後
一

時
ま
で
、
午
後
一
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で
及
び
午
前
九
時
か
ら
午
後
五

時
ま
で
の
時
間
以
外
の
三
区
分
（
現
行
午
前
九
時
前
、
午
前
九
時
か
ら

正
午
ま
で
、
午
後
一
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で
、
午
後
六
時
か
ら
午
後
九

時
ま
で
、
午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で
、
午
後
一
時
か
ら
午
後
九
時

ま
で
、
午
前
九
時
か
ら
午
後
九
時
ま
で
及
び
午
後
九
時
後
の
八
区
分
）

と
す
る
こ
と
と
し
た
。

（二）

大
体
育
場
の
使
用
料
の
額
を
当
該
使
用
料
に
係
る
時
間
の
区
分
ご
と

の
使
用
一
時
間
の
額
（
現
行
大
体
育
場
の
使
用
料
に
係
る
時
間
の
区
分

ご
と
の
額
）
に
改
定
す
る
こ
と
と
し
た
。

（三）

小
体
育
場
、
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
室
又
は
小
体
育
場
の
照
明
若
し
く
は
暖

房
を
使
用
す
る
者
か
ら
使
用
料
を
徴
収
す
る
こ
と
と
し
、
そ
の
額
を
定

め
る
こ
と
と
し
た
。

２

秋
田
県
立
体
育
館
を
貸
切
使
用
に
よ
ら
ず
使
用
す
る
場
合
の
使
用
料

（
別
表
関
係
）

（一）

秋
田
県
立
体
育
館
（
温
水
シ
ャ
ワ
ー
を
除
く
。
）
の
使
用
料
に
係
る

時
間
の
区
分
を
午
前
九
時
か
ら
午
後
一
時
ま
で
、
午
後
一
時
か
ら
午
後

五
時
ま
で
及
び
午
後
五
時
か
ら
午
後
九
時
ま
で
の
三
区
分
（
現
行
午
前

九
時
前
、
午
前
九
時
か
ら
正
午
ま
で
、
正
午
か
ら
午
後
五
時
ま
で
及
び

午
後
五
時
か
ら
午
後
九
時
ま
で
の
四
区
分
）
と
す
る
こ
と
と
し
た
。

（二）

温
水
シ
ャ
ワ
ー
を
使
用
す
る
者
か
ら
使
用
料
を
徴
収
す
る
こ
と
と

し
、
そ
の
額
を
定
め
る
こ
と
と
し
た
。

３

そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

４

施
行
期
日

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
〇
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
秋
田
県
立
野
球
場
条
例
及
び
秋
田
県
立
総
合
プ
ー
ル
条
例
の
一
部
を
改
正

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

公
立
小
学
校

公
立
中
学
校

区
　
　
　
　
　
分

校
長
及
び

教
員

養
護
教
員

栄
養
教
諭

及
び
学
校

栄
養
職
員

事
務
職
員

校
長
及
び

教
員

養
護
教
員

栄
養
教
諭

及
び
学
校

栄
養
職
員

職
　

員
　

の
　

定
　

数

改

正

前

三
、
八
〇
三

二
八
四

三
三

二
八
九

二
、
三
二
六

一
三
九

一
三

改

正

後

三
、
七
三
〇

二
六
八

三
〇

二
七
四

二
、
二
九
八

一
三
六

一
一

増
　
減

▲
七
三

▲
一
六

▲
三

▲
一
五

▲
二
八

▲
三

▲
二

◇
◇ 

◇
◇ 

県
立

高
等

学
校

県
立

特
別

支
援

学
校

共
同
調
理
場

全
日

制定
時

制通
信

制県
立

盲
学

校
及

び
聾ろ

う

学
校

県
立

事
務
職
員

栄
養
教
諭

及
び
学
校

栄
養
職
員

校
長
、
教

員
、
実
習

助
手
及
び

事
務
職
員

そ
の
他
の

職
員

校
長
、
教

員
、
実
習

助
手
及
び

事
務
職
員

そ
の
他
の

職
員

教
員
及
び

事
務
職
員

そ
の
他
の

職
員

校
長
、
教

員
、
寄
宿

舎
指
導
員

及
び
事
務

職
員

そ
の
他
の

職
員

校
長
、
教

員
、
寄
宿

舎
指
導
員

及
び
事
務

一
三
六

七
七

二
、
三
六
九

一
一
一

一
二
六

一
〇

二
二一

九
五

二
二

八
三
一

一
三
四

八
三

二
、
三
五
九

一
一
一

一
一
一九

二
二一

九
五

二
二

八
三
四

▲
二六

▲
一
〇〇

▲
一
五

▲
一〇〇〇〇三

◇
◇ 

◇
◇ 

計

養
護

学
校

職
員

そ
の
他
の

職
員

七
一

一
〇
、
七
五

八

七
一

一
〇
、
五
九

九

〇

▲
一
五

九
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６

す
る
条
例
（
秋
田
県
条
例
第
二
三
号
）

１

秋
田
県
立
野
球
場
条
例
（
昭
和
四
七
年
秋
田
県
条
例
第
二
五
号
）
の
一

部
改
正
（
第
一
条
に
よ
る
改
正
）

秋
田
県
立
野
球
場
の
位
置
に
関
す
る
規
定
を
秋
田
市
新
屋
町
字
砂
奴
寄

四
番
六
に
改
め
る
こ
と
と
し
た
。
（
第
一
条
関
係
）

２

秋
田
県
立
総
合
プ
ー
ル
条
例
（
昭
和
五
八
年
秋
田
県
条
例
第
二
一
号
）

の
一
部
改
正
（
第
二
条
に
よ
る
改
正
）

秋
田
県
立
総
合
プ
ー
ル
の
位
置
に
関
す
る
規
定
を
秋
田
市
新
屋
町
字
砂

奴
寄
四
番
六
に
改
め
る
こ
と
と
し
た
。
（
第
一
条
関
係
）

３

施
行
期
日

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
秋
田
県
ス
ポ
ー
ツ
科
学
セ
ン
タ
ー
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
秋
田

県
条
例
第
二
四
号
）

１

秋
田
県
ス
ポ
ー
ツ
科
学
セ
ン
タ
ー
（
ク
ラ
イ
ミ
ン
グ
ウ
ォ
ー
ル
を
除

く
。
）
を
貸
切
使
用
に
よ
ら
ず
使
用
す
る
場
合
は
、
使
用
の
許
可
を
要
し

な
い
こ
と
と
し
た
。
（
第
二
条
関
係
）

２

秋
田
県
ス
ポ
ー
ツ
科
学
セ
ン
タ
ー
を
貸
切
使
用
す
る
場
合
の
使
用
料

（
別
表
関
係
）

（一）

体
育
場
、
ウ
エ
イ
ト
リ
フ
テ
ィ
ン
グ
場
、
研
修
室
及
び
会
議
室
（
以

下
「
体
育
場
等
」
と
い
う
。
）
の
使
用
料
に
係
る
時
間
の
区
分
を
午
前

九
時
か
ら
午
後
一
時
ま
で
、
午
後
一
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で
及
び
午
前

九
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で
の
時
間
以
外
の
三
区
分
（
現
行
午
前
九
時
か

ら
正
午
ま
で
、
午
後
一
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で
、
午
前
九
時
か
ら
午
後

五
時
ま
で
及
び
午
後
五
時
か
ら
午
後
九
時
ま
で
の
四
区
分
）
と
す
る
こ

と
と
し
た
。

（二）

体
育
場
等
の
使
用
料
の
額
を
当
該
使
用
料
に
係
る
時
間
の
区
分
ご
と

の
使
用
一
時
間
の
額
（
現
行
体
育
場
等
の
使
用
料
に
係
る
時
間
の
区
分

ご
と
の
額
）
に
改
定
す
る
こ
と
と
し
た
。

（三）

体
育
場
の
半
面
を
貸
切
使
用
す
る
者
か
ら
使
用
料
を
徴
収
す
る
こ
と

と
し
、
そ
の
額
を
定
め
る
こ
と
と
し
た
。

３

秋
田
県
ス
ポ
ー
ツ
科
学
セ
ン
タ
ー
を
貸
切
使
用
に
よ
ら
ず
使
用
す
る
場

合
の
使
用
料
（
別
表
関
係
）

（一）

登
録
団
体
が
五
人
以
上
の
構
成
員
の
た
め
に
体
育
場
又
は
ウ
エ
イ
ト

リ
フ
テ
ィ
ン
グ
場
を
使
用
す
る
場
合
の
使
用
料
の
額
を
当
該
使
用
以
外

の
使
用
に
係
る
使
用
料
の
額
と
同
額
と
す
る
こ
と
と
し
た
。

（二）

ウ
エ
イ
ト
リ
フ
テ
ィ
ン
グ
場
の
使
用
料
に
係
る
時
間
の
区
分
を
午
前

九
時
か
ら
午
後
一
時
ま
で
、
午
後
一
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で
及
び
午
後

五
時
か
ら
午
後
九
時
ま
で
の
三
区
分
（
現
行
午
前
九
時
か
ら
正
午
ま

で
、
午
後
一
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で
及
び
午
後
五
時
か
ら
午
後
九
時
ま

で
の
三
区
分
）
と
す
る
こ
と
と
し
た
。

（三）

体
育
場
又
は
ク
ラ
イ
ミ
ン
グ
ウ
ォ
ー
ル
を
使
用
す
る
者
か
ら
使
用
料

を
徴
収
す
る
こ
と
と
し
、
そ
の
額
を
定
め
る
こ
と
と
し
た
。

４

そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

５

施
行
期
日

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
〇
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
秋
田
県
立
武
道
館
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
秋
田
県
条
例
第
二
五

号
）

１

秋
田
県
立
武
道
館
を
貸
切
使
用
に
よ
ら
ず
使
用
す
る
場
合
は
、
使
用
の

許
可
を
要
し
な
い
こ
と
と
し
た
。
（
第
二
条
関
係
）

２

秋
田
県
立
武
道
館
を
貸
切
使
用
す
る
場
合
の
使
用
料
（
別
表
関
係
）

（一）

大
道
場
、
小
道
場
、
柔
道
場
、
剣
道
場
、
近
的
弓
道
場
、
遠
的
弓
道

場
、
相
撲
場
及
び
屋
外
相
撲
場
（
以
下
「
大
道
場
等
」
と
い
う
。
）
の

使
用
料
に
係
る
時
間
の
区
分
を
午
前
九
時
か
ら
午
後
九
時
ま
で
及
び
午

前
九
時
か
ら
午
後
九
時
ま
で
の
時
間
以
外
の
二
区
分
（
現
行
午
前
九
時

前
、
午
前
九
時
か
ら
正
午
ま
で
、
午
後
一
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で
、
午

後
六
時
か
ら
午
後
九
時
ま
で
、
午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で
、
午
後

一
時
か
ら
午
後
九
時
ま
で
、
午
前
九
時
か
ら
午
後
九
時
ま
で
及
び
午
後

九
時
後
の
八
区
分
）
と
す
る
こ
と
と
し
た
。

（二）

大
道
場
等
の
使
用
料
の
額
を
当
該
使
用
料
に
係
る
時
間
の
区
分
ご
と

の
使
用
一
時
間
の
額
（
現
行
大
道
場
等
の
使
用
料
に
係
る
時
間
の
区
分

ご
と
の
額
）
に
改
定
す
る
こ
と
と
し
た
。

３

秋
田
県
立
武
道
館
を
貸
切
使
用
に
よ
ら
ず
使
用
す
る
場
合
の
使
用
料

（
別
表
関
係
）

（一）

秋
田
県
立
武
道
館
（
温
水
シ
ャ
ワ
ー
を
除
く
。
）
の
使
用
料
に
係
る

時
間
の
区
分
を
午
前
九
時
か
ら
午
後
一
時
ま
で
、
午
後
一
時
か
ら
午
後

五
時
ま
で
及
び
午
後
五
時
か
ら
午
後
九
時
ま
で
の
三
区
分
（
現
行
午
前

九
時
か
ら
正
午
ま
で
、
正
午
か
ら
午
後
五
時
ま
で
及
び
午
後
五
時
か
ら

午
後
九
時
ま
で
の
三
区
分
）
と
す
る
こ
と
と
し
た
。

（二）

温
水
シ
ャ
ワ
ー
を
使
用
す
る
者
か
ら
使
用
料
を
徴
収
す
る
こ
と
と

し
、
そ
の
額
を
定
め
る
こ
と
と
し
た
。

４

そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
理
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

５

施
行
期
日

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
〇
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
秋
田
県
ス
ポ
ー
ツ
選
手
強
化
基
金
条
例
を
廃
止
す
る
条
例
（
秋
田
県
条
例

第
二
六
号
）

１

秋
田
県
ス
ポ
ー
ツ
選
手
強
化
基
金
条
例
（
平
成
二
年
秋
田
県
条
例
第
五

号
）
を
廃
止
す
る
こ
と
と
し
た
。

２

施
行
期
日

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
〇
年
三
月
三
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し

た
。

◇
秋
田
県
政
務
調
査
費
の
交
付
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

（
秋
田
県
条
例
第
二
七
号
）

１

会
派
の
代
表
者
及
び
議
員
が
、
収
支
報
告
書
の
提
出
に
併
せ
て
提
出
す

る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
領
収
書
等
の
要
件
を
、
一
件
五
万
円
以
上
か
ら
す

べ
て
の
領
収
書
に
改
め
る
こ
と
と
し
た
。
（
第
一
〇
条
関
係
）

２

施
行
期
日
等

（一）

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
〇
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し

た
。

（二）

こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
後
の
規
定
は
、
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
以
後

に
交
付
の
決
定
が
行
わ
れ
る
政
務
調
査
費
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前

に
交
付
の
決
定
が
行
わ
れ
る
政
務
調
査
費
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の

例
に
よ
る
こ
と
と
し
た
。
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